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受 付 期 間 令和５年８月４日（金）～８月２５日（金） 

第１次試験 令和５年９月１７日（日） 

 

１ 試験職種及び採用予定人員等 

試験職種 採用予定人員 職務内容等 

行 政 ８名程度 
県の各機関に勤務し、一般行政事務に従事します。高度の知識・経験

を必要とする業務を行う主事相当職又は主任相当職として採用します。 

農 業 土 木 １名程度 

主に農業農村整備事業に関する企画、設計、施工管理等の業務に従事
します。高度の知識・経験を必要とする業務を行う技師相当職又は主任
相当職として採用します。  

※ 採用予定人員は変更する場合がありますので、山梨県／職員採用サイトで確認してください。 

※ 民間企業等職務経験者職員採用試験に関するQ&Aは、山梨県／職員採用サイトに掲載しています。 

 

２ 受 験 資 格 
 (1) 昭和38年4月2日以降に生まれた者で、次の要件を満たす者 

試験職種 要件 

行 政 

民間企業等における正規雇用形態の職務経験を５年以上（令和5年3月末現在）有す
る者 

※ 職務経験は、民間企業の従業員、自営業者、公務員等として就業した期間が該
当します。 

農 業 土 木 

民間企業等における正規雇用形態の職務経験を５年以上（令和5年3月末現在）有す
る者（ただし、国家公務員法及び地方公務員法に定めるすべての公務員としての職務
経験は含みません。） 

 

＜職務経験について（全試験職種共通）＞ 

① 「正規雇用形態の職務経験」には、１年以上継続して就業した期間が該当し、職務経験が複数の場合

は通算できるものとします。ただし、同一期間内に複数の職務に従事した場合は、いずれか一の職歴に

限るものとします。 

・ 勤務していた事業所における正規雇用形態の職員と週当たりの勤務時間が同じ勤務形態で就業し

ていた期間は職務経験に通算することができます。 

・ 休暇・休業・休職等のため１ヶ月以上継続して勤務しなかった期間（産前産後休暇を除く。）は

職務経験から除きます。 

② 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法第１３条第１項第４号に基づき自ら行う

派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内におけ

る訓練を含む。)に１年以上継続して参加した期間は含むことができます。 

 

 



  ※ 最終合格発表後、職務経験期間等の確認のため、職歴証明書を提出していただきます。 

なお、職歴証明書は、勤務期間の始期及び終期、勤務形態、１ヶ月以上の休職等の有無と期間につい

て在職していた法人等から証明を受けたものとし、その提出がない場合は、採用される資格を失います。 

 

 (2) 次のいずれかに該当する者は、受験できません。 

  ア 日本国籍を有しない者 

  イ 地方公務員法第16条に該当する者(以下のいずれかに該当する者) 

・ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

・ 山梨県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

・ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成 

し、又はこれに加入した者 

 

３ 試験日及び試験会場 

区 分 試 験 日 試 験 会 場 

第１次 

試 験 

 令和５年９月１７日（日） 

 (受付時間)午前９時００分から 

午前９時２０分まで 

山梨学院大学 
（甲府市酒折二丁目４－５） 

第２次 

試 験 

① 令和５年１０月１５日（日） 山梨大学 甲府キャンパス 

（甲府市武田四丁目４－３７） 

② 令和５年１１月４日（土）又は 

１１月５日（日）のいずれか指定する１日 

山梨県庁防災新館 

（甲府市丸の内一丁目６－１） 

 ※ 第２次試験については、①②のいずれも受験する必要があります。 

 ※ 第２次試験において指定された日程の変更はできません。 

 

４ 試 験 方 法 

区分 試験種目 配点 内 容 

第 

１ 

次 

試 

験 

 

教養試験 

(全試験職種) 

（試験時間

120分) 

行政 

80点 

公務員として必要な一般的知識及び知能について、五肢選択式による高等

学校卒業程度から大学卒業程度の難度の筆記試験を行います。 

・出題数は４０題（知識分野２０題、知能分野２０題）です。 

・出題分野は、次のとおりです。 

知識分野 

（時事、社会・人文、自然に関する一般知識を問う問題） 

知能分野 

（文章理解、判断・数的推理、資料解釈に関する能力を問う問題） 

農業 

土木 

40点 

専門試験 

(農業土木) 

（試験時間 

120分) 

40点 

試験職種に応じた専門知識、能力等について、五肢選択式による大学卒業

程度の筆記試験を行います。 

・出題数は３０題です。 

・出題分野は、次のとおりです。 

農業

土木 

数学、応用力学、水理学、測量、土壌物理、農業水利・土地改良・

農村環境整備、農業土木構造物、材料・施工、農業機械、農学一般 

第 

２ 

次 

試 

験 

人物試験 140点 

公務員として職務遂行に必要な素質及び適性を有するかどうかについて、

適性検査を行います。 

社会性、貢献度、指導性等について、集団討論を行います。 
コミュニケーション能力、積極性、実行力等について、個別面接（2回）

を行います。 
論文試験 
（試験時間 

90分) 
20点 

文章による表現力、構成力、課題に対する理解力等について、記述式によ

る試験を行います。 

資 格 調 査 － 受験資格の有無、申込書記載事項の真否について、調査を行います。 

 ※ 集団討論及び論文試験の課題の出題例は、山梨県／職員採用サイトに掲載しています。また、山梨県県

民情報センター（甲府市丸の内一丁目６－１（県庁別館２階））でも閲覧やコピーができます。 

 

 



５ 合格者の決定方法 
(1) 第１次試験合格者は、教養試験の得点（農業土木の場合は、教養試験及び専門試験の合計得点）

の高い順、最終合格者は、第１次試験、第２次試験の合計得点の高い順に、それぞれ決定します。

ただし、次の表に掲げる基準に該当する場合は、不合格となることがあります。 

区分 試験種目 基準 

第１次試験 
教養試験 得点が配点の３割未満の場合 

専門試験（農業土木） 得点が配点の３割未満の場合 

    なお、他の試験種目にもそれぞれ一定の基準があり、一つでも基準に該当する場合は、合計得点が高く

ても不合格となることがあります。 

(2) 最終合格者を決定する際、最終合格ラインに得点が同点の者がいた場合には、第２次試験・人物試

験の得点により合格者を決定し、なおも同点の場合は、第１次試験の得点により合格者を決定します。 

 

６ 合 格 者 の 発 表 

第１次試験 

合格者 

令和５年１０月６日（金） 

正午【予定】 
山梨県庁の掲示板（防災新館東側）に合格者の受験

番号を掲示するとともに、合格者には書面で通知し
ます。 
合格者の受験番号は、山梨県／職員採用サイトにも

掲載します。 
最終 

合格者 

令和５年１１月１３日（月） 

正午【予定】 

※ 電話でのお問い合わせには応じておりません。 

 

７ 試験結果の提供 

 採用試験の結果については、山梨県個人情報の保護に関する法律施行条例第１９条の規定により、簡易な手

続による保有個人情報の提供の申出をすることができます。 

 なお、電話、はがき等による申出では提供できませんので、受験者本人であることを明らかにする書類（マ

イナンバーカード、身分証明書、運転免許証等）を持参の上、受験者本人が直接提供場所へお越しください。 

  受付時間は、提供期間中の土曜日・日曜日・祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分までです。 

試 験 申出できる者 提 供 内 容 提供期間 提供場所 

 第１次 

 試 験 
不 合 格 者 

 教養試験・専門試験（農業土木）の得点、合計

得点及び順位 各 試 験 の 

合格発表日 

から１月間 

人事委員会 

事 務 局 
（県庁別館３階） 第２次 

 試 験 
受 験 者 

第１次試験の提供内容、論文試験・人物試験

の得点、第２次試験の合計得点、最終合計得

点及び順位 

 

８ 合格から採用まで 

合格者は採用候補者名簿に成績順に登載され、任命権者が採用者を決定します。（最終合格者数は、最終合

格発表後の辞退者等を考慮して、採用予定人員よりも多く決定する場合があります。その場合は、最終合格し

ても採用されない場合があります。） 

なお、職務経験期間の証明ができない場合又は試験申込書の記載事項に虚偽若しくは不正があることが明ら

かになった場合には、採用される資格を失います。 

 

９ 給 与 

この採用試験に合格し採用される者の給料月額（初任給）（地域手当を含む。）は、民間企業等における職

務経験年数等に応じて、在職する職員の給与と同等の額の範囲内で決定されます。 

なお、採用前に給与改定等があった場合は、その定めるところによります。 

 このほか、通勤手当、住居手当、扶養手当、期末・勤勉手当等が支給要件に応じて支給されます。 

※初任給の例（令和５年４月１日現在の状況です。） 

職 種 

採用時の年齢 

民間企業等における 

職務経験年数 

給料月額（初任給） 

（地域手当を含む。） 

３０歳 ８年 240,300円程度 

 

 

 

 



10 受 験 手 続 

●必ずインターネットにより申し込んでください。 
 申込みに際しては、山梨県／職員採用サイト「申込について」「インターネットによる申込方法について」

を必ず最後まで読んだ上、手続きを行ってください。 

 申込みは受付期間中に正常に到達したものに限り受け付けます。予期せぬ機器停止や通信障害などが発生し

た場合には、受付ができませんが、この場合のトラブルについては、一切責任を負いかねますので、十分注意

してください。 

なお、データの到達（データが到達すると到達通知メールが自動送信されますので必ず確認してください。）

から土曜日・日曜日・祝日を除いて３日程度で仮受付通知メール（人事委員会事務局が申込みを受理したこと

を伝えるメール）を送信します。４日以上経過しても仮受付通知メールが到達しない場合は、直ちに人事委員

会事務局に連絡してください。 

インターネットにより申込みができない方は、8月10日（木）までに山梨県人事委員会事務局にお問い合わ

せください。（平日8時30分から17時15分まで） 

受付期間 
令和５年８月４日（金） ～ ８月２５日（金） 

8月4日～8月24日は、24時間いつでも受け付けますが、8月25日は午後5時15分までに 

正常に受信したものに限り受け付けます。 

申込み及
び受験票
の作成方
法 

 山梨県電子申請サービス「やまなしくらしねっと」から申込み及び受験票の作成を行って

ください。(https://apply.e-tumo.jp/pref-yamanashi-u/) 

 ※事前に、山梨県／職員採用サイト「申込について」「インターネットによる申込方法に

ついて」を必ず最後まで読んだ上、手続きを行ってください。 

 
●注 意 事 項 
・ 試験当日、受付時間に遅れた者は受験できません。ただし、公共交通機関の不通・遅れなどやむを得な

い事由がある場合には、遅延証明書の提出など事実を確認した上で受験を認める場合があります。 
・ 試験当日、受験票には写真（タテ4.5cm・ヨコ3.5cm、上半身（胸から上）、脱帽正面向き、申込み前 

6月以内に撮影したもの）を貼って、持参してください。写真のない者は受験できません。 
・ 試験当日は、受験票、濃さHBの鉛筆、ボールペン、消しゴム（砂消しなど紙を破損するおそれのあるも

のは不可）、鉛筆削り、時計（計時機能だけのものに限る）及び昼食（農業土木のみ）を持参してくださ

い。 
・ 携帯電話、スマートフォン、スマートウォッチ等の電子機器類については、試験中の使用（時計代わり

の使用も含む。）は認めません。 
・ 試験会場への問合せは、試験日前・当日問わず行わないでください。 
・ この採用試験の実施に際し収集する個人情報は、この採用試験のために必要な範囲でのみ使用します。 
・ 地震、台風等の災害等により、やむを得ず試験日程を変更するなど、試験に関して緊急のお知らせがあ

る場合には、山梨県／職員採用サイト等でお知らせします。 
                                                                   職員採用サイト 

                                      

 

 

 

※ 試験会場には駐車できません。公共交通機関を利用してください。また、送迎等のた

めの試験会場への車の乗り入れ、試験会場周辺での駐停車もご遠慮ください。 


